
大学及び他の高等専門学校専攻科等で開設されている授業科目 

以外での単位認定に関する取扱要項  

 

制  定 平成１７年１２月７日 

   最近改正 令和 ７年 ９月２４日 

 

 （趣旨） 

第１ 和歌山工業高等専門学校専攻科授業科目の履修に関する規則第１０条第２項の規定に

基づき、大学及び他の高等専門学校専攻科等（以下「大学等」という。）で開設されている

授業科目以外での学修について単位を認定する場合の要項を定める。 

 （定義） 

第２ 大学等で開設されている授業科目以外での学修とは、次の学修をいう。 

 ＴＯＥＩＣテストによる学修 

 （単位認定） 

第３ 第２に規定する学修により、和歌山工業高等専門学校専攻科で単位の認定を受けようと

するときは、別記様式による大学等で開設されている授業科目以外における学修単位申請書

に、認定証等の写を添え、専攻科長を経て、校長に提出しなければならない。 

２ 単位の認定は、専攻科委員会の議を経て校長が行う。 

３ 第２に規定する学修における認定単位数の限度等は、別表に定めるとおりとする。 

４ 認定された単位は、大学等で開設されている授業科目以外における学修単位申請書が受理

された年度の単位とする。 

５ 認定単位の表記名は、別表のとおりとする。 

６ 単位認定された授業科目の評語は「認定」とする。 

７ 成績原簿への登記並びに部外への諸証明に表記する。 

第４ 単位認定された授業科目は、専攻科修了要件として認定される選択科目とする。 

 

   附  則 

 この要項は、平成１７年１２月７日から施行する。 

 

   附  則 

 この要項は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この要項は、令和６年４月１日から施行し、令和５年３月３１日から適用する。 

 

附  則 

 この要項は、令和７年９月２４日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 



別表 

技能審査の種類 認定単位数 

TOEIC 

（スコア６２０点以上） 
２単位 

TOEIC 

（スコア８２０点以上） 
４単位 

 

備考 既に単位の認定を受けている者がより上位のスコアを認定された場合は、表中の認定さ

れたスコアの認定単位数から既に認定を受けている単位数を差し引いた単位数を当該

技能審査の種類における認定単位数とする。 



別記様式 

 

 

大学等で開設されている授業科目以外における学修単位申請書 

専攻科長印  

 

 

（元号）  年  月  日 

 

和歌山工業高等専門学校長 殿 

 

専  攻 

学  年 

学籍番号 

氏  名 

 

  下記のとおり学修したので、本校における修得単位として認定してくださるよう 

申請します。 

 

記 

 

１ 学修の種類 

 

 

２ 認定を申請する単位数 

 

単 位 数       単位  

 

 

３ 添付書類 

認定証等の写 


